
 

 

規  約 

 

第 1条 (名  称) 

 本会は橿原市弓道協会と称する。  

 

第 2条 (目  的) 

 本会は橿原市並びに周辺地域の弓道の普及、振興を図るとともに弓道を通じて、 

 青少年の育成指導、会員の健全な心身の向上と相互間の親睦を目的とする。  

 

第 3条 (事  業) 

 1.本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。  

  弓道に関する研究及び指導。  

  各種大会の開催及び参加。  

  指導員の育成及び講習会の開催。  

  その他本会の目的達成に必要な事業。  

 2.本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり３月３１日に終わる。 

  

第 4条 (事 務 局) 

本会は事務局及び所在地を事務局担当役員宅に置く。 

 

第 5条 (会  員) 

本会の会員は、弓道に対して熱意を有し、修練を希望する者で正規の手続きにより 

会員登録を行った者をもって構成する。 

尚、登録・活動状況により、下記の会員種別を設ける。 

①正会員 本協会の活動を主とする者 

（奈良県弓道連盟へ登録する場合は当協会より行う）。 

②準会員 正会員以外の者。 

     但し、高校生以下については、本会の弓道スクール修了生に限る。 

 

第 6条 (役  員) 

 本会は次の役員を置く。  

  顧問  若干名  

  名誉会長 若干名  

  会長  １ 名  

  副会長  若干名  

  理事長  １ 名  

  理事  若干名  

  会計  １ 名  

  監事  ２ 名  

 

 



第 7条 (顧問・名誉会長・会長・副会長) 

 顧問・名誉会長・会長・副会長は、理事会において選任し総会で承認を受ける。 

 会長は本会を代表し、その業務を統括する。 

 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。  

 

第 8条 (理事長) 

 理事長は、理事会で選任し、会務を執行する。  

 

第 9条 (理  事) 

 理事は会員により推薦された者を会長が任命し、次の会務を担当する。 

  企画  

  渉外  

  選手強化  

  施設、備品整備  

  その他 

 理事は理事長を補佐し、理事長事故あるときは、これを代行する。 

 

第 10条 (会  計) 

 会計は理事会により推薦された者を会長が任命し、本会の会計を担当する。 

 

第 11条 (監  事) 

 監事は理事会により推薦された者を会長が任命し、本会の会計監査を行う。  

 

第 12条 (任  期) 

 役員の任期は２ヵ年とする。但し、再任を妨げない。  

 

第 13条 (定  年) 

 顧問、名誉会長、会長を除く役員については、原則として７５歳を定年とする。 

但し、任期中に定年年齢に達した場合には、任期満了日まで定年を延長するものとする。 

 

第 14条 (理事会) 

 理事会は会長、副会長、理事長、理事、会計、監事を以って組織し会長が招集する。 

 理事会は、役員の半数の出席をもって成立し、次の事項について審議し立案する。  

  事業計画、予算に関すること。  

  事業報告、決算に関すること。  

  規約の改定に関すること。  

  役員の改選に関すること。 

  業務分担と担当者選任に関すること。  

  懲戒に関すること。 

  その他、本会の運営に関すること。 

 

 

 



第 15条 (運営会議) 

 運営会議は、理事会役員と理事会で決定した業務分担における各部門のリーダー及び 

サブリーダーを以って組織し、会長が招集する。 

運営会議は、次の事項について審議する。 

 業務運営にあたって理事会で決定すべき事項の下審議。 

 理事会決定事項に関する具体的な業務遂行方法の検討。 

 その他、本会運営に関し、理事会に提案すべき事項。  

 

第 16条 (総  会) 

 定時総会は毎年１回３月に開催し理事会で審議、立案された事項について議決する。 

 総会の議決は出席会員の過半数の賛成により決定する。 

 会長及び理事の３分の２以上の賛成で、必要があれば臨時総会を開くことができる。  

 

第 17条 (経  費) 

 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。  

 

第 18条 (会  費) 

 本会会員は、別に定める会費を納める。  

 

第 19条 (会計年度) 

 本会の会計年度は、毎年３月１日に始まり、翌年２月末日に終わる。  

 

第 20条 (慶  弔) 

 会員に関する慶弔については、別途定める規程に従って行う。 

 その他、会の内外を問わず慶弔の意を表する必要が生じた場合、理事会で協議の上、 

決定する。 

 尚、緊急の場合は会長判断にて決定する事が出来る。  

 

第 21条 (懲  戒) 

 本会会員で、本会の名誉や品位を傷つける行為、または著しく目的に反する行為のほか、 

 関連する規定や法令に違反する行為があった場合、理事会の決議を経て、その会員を 

 処分または除名できる。 

 本会役員で、本会の役員としてふさわしくない行為があった場合、理事会の決議により、 

 解任できる。 

 上記の会員の処分・除名または役員の解任にあたっては、公益財団法人全日本弓道連盟 

の懲戒規定に準じて決定する。 

 

第 22条 (設立年月日) 

 本会の設立年月日は、平成１６年４月１日とする。 

 

 

 

 



  附  則 

本会は、１９５６年（昭和三十一年）創設の橿原市弓友会を母体とし、「わかくさ会」、「しらかし」

の市内３会が統合し、新たに改組を行い規約を策定した２００４年（平成１６年）を設立年月日

とした。 

 

この規約は、２００４年(平成１６年)４月１日より施行する。 

一部改正、２０１１年(平成２３年)４月１日より施行する。  

一部改正、２０１４年(平成２６年)４月１日より施行する。 

一部改正、２０１７年(平成２９年)４月１日より施行する。 

会計年度変更に伴い、平成２９年度会計については、１１か月(平成 29 年 4 月～平成 30 年 2 月)

決算とする。 

一部改正、２０１９年（平成３１年）４月１日より施行する。 

一部改正、２０２０年（令和２年）４月１日より施行する。 

一部改正、２０２１年（令和３年）４月１日より施行する。 

一部改正、２０２３年（令和５年）４月１日より施行する。 

一部改正、２０２４年（令和６年）４月１日より施行する。 

 

橿原市スポーツ協会への役員派遣 

  理事：若干名  

橿原市武道協議会への役員派遣 

  理事：若干名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会費規程 

 

（１） 正会員 

・橿原市弓道協会費 10,000円 

 １０月以降に入会の場合は半額とする。 

但し、高校生以下はスポーツ保険実費とする。 

・奈良県弓道連盟会費 奈良県弓道連盟会費規約に従う（県連登録希望者のみ） 

 

（２） 準会員 

・橿原市弓道協会費 10,000円 

１０月以降に入会の場合は半額とする。 

但し、高校生以下はスポーツ保険実費とする。 

 

  



慶弔規程 

 

(１)   慶 事 

 結 婚    祝い金 10,000円、祝電 

 出 産(会員本人・配偶者)  祝い金 10,000円 

 昇 格(錬士・教士・範士)  記念品 

 

(２) 弔 事 

死 亡(会員本人)   香 典 10,000円、弔電、板しきび等 

死 亡(配偶者・同居の一親等親族) 香 典 10,000円、弔電 

 

(３) 見 舞 

入 院(会長が必要と認めた場合) 見舞金   5,000円 

 

(４) その他 

全国大会等出場(注)  激励金   5,000円 

注：県連基準に準ずる 

 

 

 

 


